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　平成 27 年４月から施行される「子ども・子育て支援新制度」に伴
い、保育所、認定こども園、幼稚園および預かり保育の保育料なら
びにアフタースクールの利用料金を改正しました。
　改正後の保育料および利用料金は次のとおりです。

階層区分 定　義 国基準（案）
保育料（利用者負担額）

３歳児 ４・５歳児

第１階層  生活保護法による被保護世帯など 0円 0円 0円

第２階層  市町村民税非課税世帯 9,100 円 0 円 0円

第３階層
市町村民
税所得割

 77,100 円以下 16,100 円 5,000 円 4,500 円

第４階層  77,101 円以上 211,200 円以下 20,500 円 6,000 円 5,000 円

第５階層  211,201 円以上 25,700 円 7,000 円 6,000 円

※上記保育料には、給食費などは含まれていません。

階層区分 定　義

国基準（案） 保育料（利用者負担額）

標準時間 短時間
３歳児 ４・５歳児

標準時間 短時間 標準時間 短時間

第１階層  生活保護法による被保護世帯など 0 円 0円 0円 0円 0円 0円

第２階層  市町村民税非課税世帯 6,000 円 6,000 円 3,900 円 2,500 円 3,900 円 2,500 円

第３階層

市
町
村
民
税
所
得
割

 　   48,600 円未満 16,500 円 16,300 円 11,500 円 7,300 円 11,500 円 7,300 円

第４階層  　   48,600 円以上
 　   97,000 円未満 27,000 円 26,600 円 18,900 円 13,700 円 18,900 円 13,700 円

第５階層  　   97,000 円以上
 　 169,000 円未満 41,500 円 40,900 円 29,100 円 23,800 円 25,600 円 20,900 円

第６階層  　 169,000 円以上
 　 235,000 円未満 58,000 円 57,100 円 30,000 円 24,500 円 26,000 円 21,300 円

第７階層  　 235,000 円以上
 　 301,000 円未満 58,000 円 57,100 円 31,000 円 28,200 円 26,200 円 23,800 円

第８階層  　 301,000 円以上
 　 397,000 円未満 77,000 円 75,800 円 32,000 円 29,100 円 26,600 円 24,200 円

第９階層  　 397,000 円以上 101,000 円 99,400 円 33,000 円 30,000 円 27,000 円 24,500 円

階層区分 定　義
国基準（案） 保育料（利用者負担額）

標準時間 短時間 標準時間 短時間

第１階層  生活保護法による被保護世帯など 0円 0円 0円 0円

第２階層  市町村民税非課税世帯 9,000 円 9,000 円 5,800 円 3,700 円

第３階層

市
町
村
民
税
所
得
割

 　   48,600 円未満 19,500 円 19,300 円 13,600 円 8,700 円

第４階層  　   48,600 円以上
 　   97,000 円未満 30,000 円 29,600 円 21,000 円 15,300 円

第５階層  　   97,000 円以上
 　 169,000 円未満 44,500 円 43,900 円 33,400 円 27,300 円

第６階層  　 169,000 円以上
 　 235,000 円未満 61,000 円 60,100 円 48,800 円 39,900 円

第７階層  　 235,000 円以上
 　 301,000 円未満 61,000 円 60,100 円 52,000 円 47,300 円

第８階層  　 301,000 円以上
 　 397,000 円未満 80,000 円 78,800 円 72,000 円 65,500 円

第９階層  　 397,000 円以上 104,000 円 102,400 円 79,000 円 71,800 円

■通常利用 /月額 8,000円

■一時利用 /１日 800円

　※月のうち11日以上利用の場合は10,000円

■延長利用 /１日 800円　月額8,000円が上限

■減免制度 /世帯の状況などにより減免制度があ

　ります。

■通常利用 /月額 5,000円

　※８月は10,000円

■長期休業中のみ利用 /８月は月額 10,000 円、

　８月以外の長期休業日は日額400円

■一時預かり /日額 1,000円

　※一時的に児童の保育ができない場合に利用

　　できます（通常の入所資格は問いません）。

■延長利用 /１日 800円　月額8,000円が上限

■減免制度 /世帯の状況などにより減免制度が

　あります。

保育所・認定こども園・幼稚園・預かり保育　保育料

アフタースクール利用料改正のお知らせ

平成

27年度
問子育て支援課（山南庁舎内）☎ 70‐0813

１号認定子ども【３～５歳児】保育料１ 認定こども園・幼稚園

預かり保育保育料４

２号認定子ども【３～５歳児】保育料２ 認定こども園・保育所

３号認定子ども【０～２歳児】保育料３ 認定こども園・保育所

アフタースクール利用料金５

※保育料は市町村民税課税額によって算定します（今年度までは所得税額により算定していま
した）。
※保育料の切り替え時期は９月です。ただし、年齢の区分は、４月１日の子どもの年齢です。
年度途中で誕生日を迎えても、この年齢区分のままで、保育料は変更になりません。
※ひとり親世帯や多子世帯への軽減制度、災害などで被災された場合に減免制度があります（別
途要件あり）。
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